
 

2022 年度事業報告について 

2022年度の本会の事業活動の概要は次のとおりです。 

 

１ 事業期間  2022 年 4 月 1 日～2023年 3月 31 日 

 

２ 事業経緯 

本協会は、経済界や行政等と連携しベトナム総領事館の大阪誘致を実現させること

を初期の目的として平成 7 年（1995 年）11 月 6 日に任意団体として設立・発足しそ

の後、総領事館の活動支援をはじめベトナムとのさまざまな民間交流活動に幅広く取

り組んできていましたが、 

 

① 各界との連携を図りより大きな取り組みを進めるには、法的にも責任の所在を明確

にし、信用の増大を図ることが重要であり、人的・財産管理にもメリットがあると

して「特定非営利活動法人」としての組織変更を行い、平成 20 年(2008 年)9 月 16

日に「特定非営利活動法人日越関西友好協会」として大阪府知事の認証を受け、新

たに再スタートしました。 

 

 ②さらに経済界との連携をより一層図るため、平成 24 年(2012 年)4 月に「関西日越協

会」（事務局・関経連）の皆さんを新たに会員としてお迎えし、理事・顧問にも就任

いただき組織強化を図ってきました。 

 

➂その後「ＮＰＯ法人日越関西友好協会」と法人名称を変更し平成 24 年(2012 年)8 月

22日に所轄庁の認証を受けました。 

 

④また本協会の社会的地位のより一層の向上をめざすと共に、新しい寄付金税控除制度

等を活用すべく平成 24 年(2012年)9 月 20日「認定特定非営利活動法人」としての認

定を所轄庁より受け「認定ＮＰＯ法人日越関西友好協会」として活動を推進していま

す。 

 

⑤昨年度に引き続いて新型コロナウイルス感染拡大第 7 波・第 8 波の影響を受け、予

定していた催事及計画していた事業活動も一部達成できない結果となりました。 

 

3 交流事業活動 

①  2022年度通常総会の開催 

2022年度(令和 4年度)通常総会を下記の通り開催しました。 



 

日時  2022年 6月 2日午後 5時 00分～午後 6時 00分 

場所  大阪市中央区西心斎橋 1-3-3 ホテル日航大阪「白鳥の間」 

 

議題  

 第 1号議案 2021年度事業報告について 

第 2号議案 2021年度決算報告について 

第 3 号議案 役員任期満了に伴う改選について 

      理事:  西村貞一、高島成光、築野元則、森本豊、浅井猛雅、大池晧二 

黒田悦治、笠原優、金子武嗣、田中経久、上野山和希、冨田稔 

鳥井信吾、廣瀬恭子、古川実、中野瑞彦、安田真浩、山本梁介 

吉川秀隆 

監事:  澤田一美、中村哲之助 

 

   報告事項 

1.2022年度事業計画について 

    2.2022年度予算について 

 

  提出議案および報告について書面決議の結果、全て全員一致で原案通り承認されました。 

 

◇セミナーの開催 

通常総会の同日同所において下記セミナーを開催しました。 

 

日時  6月 2日(木曜日) 午後 4時 00分～午後 5時 00分  

場所  大阪市中央区西心斎橋 1-3-3 ホテル日航大阪 4階「白鳥の間」 

 スクリーンセミナー 

          講師   梅田 邦夫 ＜前駐ベトナム全権大使＞ 

テーマ  〖時代の大転換期における日越関係〗 

   ◇総会パーティーの開催 

 通常総会の同日同所において下記セミナーを開催しました。 

 

日時  6月 2日(木曜日) 午後 6時 00分～午後 8時 00分  

場所  大阪市中央区西心斎橋 1-3-3 ホテル日航大阪 4階「孔雀の間」 

 

パーティーには、ベトナム総領事館及び会員合わせて 60 名参加頂き、意見交 

換等久々に有意義な懇親を図りました。 

 

➁ ホアラック桜園のサクラ植樹の成長状況報告 (2022 年 4 月・2023年１月) 



本会で実施しているホアラックハイテクパーク桜園のサクラの苗木がなくなった 

り、水牛に食べられたり、枯れたりしている事により、桜の苗木を一部 HUNG YEN省

へ移動し、再植樹を行いました。移動再植樹の経費については、大池理事から寄付

金(80 万円)としてご支援頂きました。その状況については、別添資料の通りです。 

   

➂ 日越ディスカッション女子交流会の開催 (10月) 

    2022年 10月 10日大阪市北区梅田 1丁目 2-2大阪駅前第 2ビル大阪総合生涯学習セ 

ンターにおいて、NPО法人インターナショナルフレンドシップとのコラボ企画とし 

て、若い世代の日本人女性とベトナム人女子留学生による自国の歴史・文化・人間 

関係等をテーマにしたディスカッション交流会を実施しました。参加者それぞれが 

積極的にテーマに関しての意見を出し合いコミュニケーションを図りました。 

        

 

④ テト祝事(2023年 1 月) 

１月７日、東大阪市の「街の駅クレアホール」にて在関西ベトナム人会主催のテト 

(ベトナム旧正月のお祝い)が、ゴー・チン・ハーベトナム総領事館総領事、野田義 

和東大阪市長が来賓として出席され、本会も事務局対応にて支援協力しました。歌 

謡、舞踊、スポーツ表彰など在住のベトナム人が 100人程集い盛大に祝いました。 

 

   



 

 ⑤  本会役員・ベトナム総領事館歓迎懇親会の開催(2023年２月) 

    日時 2023年 2月 9日午後６時 30分～午後 8時 00分 

    場所 大阪市中央区西心斎橋 1-3-3 ホテル日航大阪 4階「白鳥の間」 

 

    定例の役員懇親会と合わせてゴー・チン・ハー新総領事他新領事の着任を歓

迎して各人が名刺交換などして交流を図りました。 

 

     

 

   ⑥ 里親制度に伴う医療関係留学生の支援活動 

この支援活動については、笠原理事において 2022 年度大阪市立大学大学院医学部・

薬学部において、4 人(里親資金 144 万円)の医療留学生の支援活動を実施していま

す。 

    

➆ 理事会の開催状況 

 

◇第 1回理事会  

日時 2022年 4月 22日(金) 午後 1時～午後 2時 

場所 大阪市中央区谷町 3丁目 3-5 大坂銀行協会 5階１号室 

 

議案 

2021年度事業報告・決算、通常総会の開催、役員改選等について協議 

  議案については、全理事の承認を得て原案通り議決した。 

 

◇第 2回理事会 2022年 7月 1日(金) 書面決議 

議案 

会長・理事長等の選定の件について協議 

 

     会 長   西村 貞一  



副会長    高島 成光 

理事長   築野 元則 

常務理事  森本 豊  

 

なお、上記被選定者は、その就任を承諾した。 

 

      上記の決議を明確にするため、書面同意の理事全員を下記の通り列記する。 

 

   理事 : 西村貞一、高島成光、築野元則、森本豊、浅井猛雅、 

大池晧二、黒田悦治、笠原優、金子武嗣、田中経久、 

上野山和希、冨田稔、鳥井信吾、廣瀬恭子、古川実、 

中野瑞彦、安田真浩、山本梁介、吉川秀隆 

 

   議案については、全理事の書面同意により被選定者の承諾を得、議決した。 

    

◇第 3回理事会  

日時 2022年 11月 22日(火)午前 10時 30分～午前 11時 30分 

場所 大阪市中央区谷町 3丁目 3-5 大坂銀行協会 5階 8号室 

 

議案 

 ⑴ 本会としての日越外交樹立 50周年記念行事について 

       ※開催になった場合の日程と行事内容等 

       

     ・2023年秋頃に 50周年の記念行事として訪越団を派遣する。 

日程・訪問先等の詳細については、ベトナム各省庁及び総領事館と調整の上 

参加者を募る。 

 

⑵ 日越外交樹立 50周年記念コンサートの協力依頼について 

 ※堺国際交流協会(理事長 加藤博美)からの申出 

       ・主旨に賛同し、協賛者を募る。 

 

⑶ 懇親会の開催について 

・2023 年 2 月頃に新総領事着任の歓迎の意を込めて「理事・顧問・総領事館懇

親会」を開催予定とし、日程等の詳細については調整して案内をかける。 

 

      以上 3 議案に基づき説明され、出席理事全員の承認を得て原案通り議決した。 

 

◇第 4回理事会  

日時 2023年 2月 9日(木)午後 5時 30分～午後 6時 30分 

場所 大阪市中央区西心斎橋 1-3-3 ホテル日航大阪 4階「藤の間」 



議案 

 ⑴ 本年 6 月 10 日・6 月 11 日の 2 日間に亘り大阪城公園で開催予定の日越外交

樹立 50 周年記念行事「大阪ベトナムフェスティバル 2023」支援協力に関す

る件 

     ・実行委員会への参画及び実行委員として事務局長古賀功一が就任。 

   ・会員及び関係団体等に呼び掛け協賛・出店等につき協力支援する。 

 

⑵ 本年秋頃派遣予定の訪越団の日程及び期間について 

10月 22日～10月 29日の間で４泊 6日若しくは 5泊 7日の日程を組み訪越団

員の参加者を募る。訪問先については、ハノイ市及びダナン市の政府高官と行

政官庁等の表敬会談を行う。   

 

   以上 2議案に基づき説明され、出席理事全員の承認を得て原案通り議決した。 

    

   ◇第 5回理事会 

    2022年度第 5回理事会の議題となります 

 

⑴ 2023年度事業計画について 

 

⑵ 2023年度予算について 

 

は、定款第 35条の 2第 3項の規定を適用し書面による理事会決議とした。 

 

議案については、全理事の書面同意により被選定者の承諾を得、議決した。 

 

 

⑧ 寄付金控除の認定申請手続き及び認定後の税に関する手続き(９月～10月) 

   令和 4年 11月２日「大阪市指令市民 NPО第 19009号」認定通知受理 

   認定の有効期間  令和 4年 9月２日～令和 9年９月 19日 

 

    ➈ 組織活動 

本会の基盤拡充に向けて、会員拡大活動に取り組みましたが、3年に亘るコ

ロナ禍において、入会よりも会員の一部退会が多かった。 

  

    ➉ ベトナムからの留学生の受け入れ協力・支援及びなど民間交流事業の取り組

みを行っていますが、コロナの影響は否めない状況でした。 

⑪ 在大阪ベトナム総領事館の商務部及び科学技術省との連携を推進しました。  

以 上 


